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諮 問 書  
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答 申 書  
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南陽市立地適正化計画策定の経過 

 

年 月 日 会 議 等 内   容 

令和元年 10 月 7 日 第 1 回南陽市土地利用計画策定主任者会 立地適正化計画の策定につい

て、現況調査結果報告 

10 月 29 日 第 1 回南陽市土地利用対策協議会 立地適正化計画の策定につい

て、現況調査結果報告 

11 月 25 日 第 1 回市民まちづくり会議 立地適正化計画の策定につい

て、現況調査結果報告 

令和 2 年 2 月 13 日 令和 2 年第 1 回都市計画審議会 立地適正化計画の策定について

3 月 11 日 第 2 回南陽市土地利用計画策定主任者会 立地適正化計画基本的な方針

（案） 

3 月 18 日 第 2 回南陽市土地利用対策協議会 立地適正化計画基本的な方針

（案） 

5 月 8 日 令和 2 年第 2 回都市計画審議会 南陽市立地適正化計画の策定

状況 

6 月 1 日 
 

第 2 回市民まちづくり会議 南陽市立地適正化計画の策定

について 

7 月 17 日 第 3 回南陽市土地利用計画策定主任者会 南陽市立地適正化計画に係る区

域（案） 

7 月 30 日 第 3 回南陽市土地利用対策協議会 立地適正化計画に係る区域（案）

8 月 19 日 令和 2 年第 3 回南陽市都市計画審議会 立地適正化計画策定状況 

10 月 13 日 第 4 回南陽市土地利用計画策定主任者会 立地適正化計画（素案） 

10 月 29 日 第 4 回南陽市土地利用対策協議会 立地適正化計画（素案） 

11 月 24 日 第 3 回市民まちづくり会議 立地適正化計画（素案） 

令和 3 年 1 月 18 日 令和 3 年第 1 回南陽市都市計画審議会 立地適正化計画（素案） 

1 月 22 日 第 5 回南陽市土地利用計画策定主任者会 立地適正化計画（案） 

2 月  4 日 第 5 回南陽市土地利用対策協議会 立地適正化計画（案） 

2 月 19 日～3 月 5 日 パブリックコメント 立地適正化計画（案） 

3 月 11 日 令和 3 年第 2 回南陽市都市計画審議会 立地適正化計画策定 

3 月 17 日 庁議 立地適正化計画策定 

3 月 22 日 第 4 回市民まちづくり会議 立地適正化計画策定（報告） 

3 月 22 日～5 月 5 日 事前公表 立地適正化計画に係る届出制度

5 月 6 日 公表 立地適正化計画 
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南陽市都市計画審議会 委員名簿 

 

令和 2 年第 1 回会議      ◎：会長、○：職務代理者 

 役 職 氏  名 

１ 学識経験者 佐 藤 茂 彦 

２ 〃 町 田 裕 俊 

３ 〃 髙 橋 善 一 

４ 〃   遠 藤 東 一 朗 ◎ 

５ 〃   小 川 英 明 ○ 

６ 〃 阿 部 裕 子 

７ 〃 石 川 浩 朗 

８ 市会議員 田 中 貞 一 

９ 〃 島 津 善 衞 門 

10 〃 山 口 裕 昭 

令和 2 年第 2 回会議、第 3 回会議、令和 3 年第 1 回会議 

 役 職 氏  名 

１ 学識経験者 真 田 誠 司 

２ 〃 町 田 裕 俊 

３ 〃 髙 橋 善 一 

４ 〃   遠 藤 東 一 朗 ◎ 

５ 〃   小 川 英 明 ○ 

６ 〃 阿 部 裕 子 

７ 〃 石 川 浩 朗 

８ 市会議員 山 口 正 雄 

９ 〃 佐 藤 憲 一 

10 〃 小 松 武 美 

令和 3 年第 2 回会議 
 役 職 氏  名 

１ 学識経験者 真 田 誠 司 

２ 〃 町 田 裕 俊 

３ 〃 髙 橋 善 一 

４ 〃   遠 藤 東 一 朗 ◎ 

５ 〃   小 川 英 明 ○ 

６ 〃 阿 部 裕 子 

７ 〃 石 川 浩 朗 

８ 市会議員 山 口 正 雄 

９ 〃 山 口 裕 昭 

10 〃 佐 藤 憲 一 
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市民まちづくり会議 委員名簿 

 
  地  区 氏  名 

１ 赤湯 新 山 眞 弘 

２ 〃 歌  丸   眞 

３ 〃 須 藤 恭 子 

４ 〃 佐 藤 信 博 

５ 〃 漆 山 陽 子 

６ 宮内 粟  野   隆 

７ 〃 桑  原   仁 

８ 〃 森 谷 志 都 子 

９ 〃 黒 澤 宏 治 

10 〃 大 友 鉄 朗 

11 漆山 髙 橋 甚 吉 

12 〃 落  合   貢 

13 〃 髙 橋 良 和 

14 〃 大 滝 展 啓 

15 〃 須 貝 清 和 

16 沖郷 本 間 仁 一 

17 〃 三 浦 俊 子 

18 〃 石 田 美 和 

19 〃 佐 藤 利 美 

20 〃 小 関 武 智 
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土地利用対策協議会 委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 役  職 氏  名 備  考 

１ 副市長 大 沼 豊 広 会 長 

２ 総務課長 嵐 田 淳 一  

３ みらい戦略課長 山 口 広 昭  

４ 財政課長 西 牧 修 二  

５ 税務課長 尾 形 真 人  

６ 総合防災課長 髙 野 祐 次  

７ すこやか子育て課長 大 沼 清 隆  

８ 福祉課長 
佐 藤 賢 一 

尾 形 久 代 

令和元年度 

令和２年度 

９ 農林課長 土 屋 雄 治 

島 貫 正 行 

令和元年度 

令和２年度 

10 商工観光課長 長 沢 俊 博  

11 建設課長 粟  野   清  

12 上下水道課長 渡 部 時 裕 

佐 藤 和 宏 

令和元年度 

令和２年度 

13 社会教育課長 板 垣 幸 広  

14 農業委員会事務局長 大  室   拓  
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土地利用計画策定主任者会 委員名簿 

 

 役  職 氏  名 備  考 

１ みらい戦略課長 山 口 広 昭 会 長 

２ 総務課長補佐 島 貫 正 行 

吉 田 茂 樹 

令和元年度 

令和２年度 

３ みらい戦略課長補佐 
（企画担当） 

嶋 貫 憲 仁  

４ 財政課長補佐 高 橋 直 昭  

５ 税務課長補佐 矢 澤 文 明  

６ 総合防災課長補佐 佐 藤 秀 之  

７ すこやか子育て課長補佐 田  中   聡 

武 田 祐 一 

令和元年度 

令和２年度 

８ 福祉課長補佐 舩 山 康 弘  

９ 農林課長補佐 堀 越 昭 彦  

10 商工観光課長補佐 吉 田 茂 樹 

渡 邊 正 規 

令和元年度 

令和２年度 

11 建設課長補佐 川 合 俊 一  

12 建設課長補佐 佐 藤 和 宏 

加 藤 善 和 

令和元年度 

令和２年度 

13 上下水道課長補佐 遠 藤 晃 司  

14 社会教育課長補佐 角 田 朋 行  

15 農業委員会事務局長補佐 嶋 貫 幹 子 

山 内 美 穂 

令和元年度 

令和２年度 

 

 

事務局 名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 役  職 氏  名 備 考 

１ 建設課長 粟  野   清  

２ 建設課長補佐 川 合 俊 一  

３ 建設課長補佐 佐 藤 和 宏 

加 藤 善 和 

令和元年度 

令和２年度 

４ 建設課計画係長 小 林 宏 明  

５ 建設課主任 加  藤   司 

木 村 裕 二 

令和元年度 

令和２年度 
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居住誘導区域外、都市機能誘導区域外における開発・建築等行為の届出 

（１）居住誘導区域外における住宅等の開発・建築等行為に係る事前届出 

【対象区域】 

居住誘導区域の外の区域（都市計画区域内）。 

【届出の対象となる行為】 

居住誘導区域外の区域での一定規模以上の住宅等の開発行為、建築行為に対して届出

義務が生じます。（都市再生特別措置法第88条第１項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国土交通省 
 

【届出の時期】 

開発行為等に着手する30 日前までに届出をお願いします。（都市再生特別措置法第88 

条第２項） 

なお、当届出はできるだけ開発許可申請及び建築確認申請等に先行して実施するよう

お願いします。 

【届出方法等】 

届出は、届出様式（市HP又は市建設課窓口にて配布）に必要事項を記入の上、市建設課

窓口に提出してください。  

建築行為 

開発行為 
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（２）都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等行為に係る事前届出 

【対象区域】 

都市機能誘導区域の外の区域（都市計画区域内）。 

【届出の対象となる行為】 

都市機能誘導区域外の区域で、誘導施

設を有する建築物の建築目的の開発行為

を行おうとする場合、誘導施設を有する

建築物を新築しようとする場合、建築物

を改築し誘導施設を有する建築物とする

場合、建築物の用途を変更し誘導施設を

有する建築物とする場合は届出義務が生

じます。（都市再生特別措置法第108条第

１項） 

【届出を要しない軽微な行為】 

誘導施設を有する建築物であっても、仮設の用に供する目的で行う開発行為や建築等

行為については、届出の必要はありません。 

【届出の時期】 

開発行為等に着手する30 日前までに届出をお願いします。（都市再生特別措置法第88 

条第２項） 

なお、当届出はできるだけ開発許可申請及び建築確認申請等に先行して実施するよう

お願いします。 

【届出の対象となる施設（誘導施設）】 

届出の対象となる施設は以下のとおりです。 

○病院（20 床以上） 
○障害者支援施設 
○子育て支援センター 
○保育所 
○幼稚園 
○認定こども園 
○図書館 
○地域交流センター 
○劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

【届出方法等】 

届出は、届出様式（市 HP 又は市建設課窓口にて配布）に必要事項を記入の上、市建

設課窓口に提出してください。  

 

誘導施設：病院等
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【届出様式】 
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